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４　原料用果汁

（１）及び（２）共通

　イ　製造基準

《一般基準》

製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものでなけれ
ばならない。ただし、未使用の容器包装であり、かつ、殺菌され、又は殺菌効果を有する製
造方法で製造され、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものに
あつては、この限りでない。

《個別基準》

製造に使用する果実は、鮮度その他の品質が良好なものであり、かつ、必要に応じて十分
洗浄したものでなければならない。

搾汁及び搾汁された果汁の加工は、衛生的に行わなければならない。


